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宇 部 市 
特別徴収事務についての連絡先

宇部市 市民税課

〒755-8601  山口県宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号電 話 

（0836）34－8188

市 民 税
特 別 徴 収 の 御 案 内

県 民 税







※ 平成 26 年 1 月 1 日以後の期間に対する延滞金の割合については、当分の間、次のとおりです。

納期限の翌日から納期の日までの日数に応じて特例基準割合に年 7.3％を加算した割合。上限は年 14.6％。（ただし、納期限

の翌日から 1 か月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年 1％を加算した割合。上限は年 7.3％）

（ 注） 特例基準割合

各年の前々年の 10 月から前年の 9 月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を平均した割合

として財務大臣が告示した割合に、年 1％の割合を加算した割合。
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● 退職金を支払ったら 

退職所得（退職手当等）に係る市民税・県民税は、所得税と同様に他の所得と区分して、退職所得等の支払いの際、特別徴収してい

ただくことになっています。 

１．納税義務者 

  退職所得等の支払いを受けるべき日の属する年の１月１日現在、宇部市内に住所を有し、退職手当等の支払いを受ける人です。 

２．退職所得控除の計算方法 

勤続年数＊ 退職所得控除額 
２０年超 ８００万円＋７０万円×（勤続年数－２０年） 
２０年以下 ４０万円×勤続年数（最低額８０万円） 

＊勤続年数：１年未満の端数は切り上げ 

障害者になったことに直接起因して退職したと認められるときは、上記の控除額に１００万円が加算されます。 

３．税額の計算方法 

勤続年数等 税額 

５年超 （収入金額－退職所得控除額）×  ×税率＊ 

５年以下で法人役員等＊＊ （収入金額－退職所得控除額）×税率 

５年以下で法人役員等以外 
３００万円まで＊＊＊

 ：（収入金額－退職所得控除額）×  ×税率 
３００万円超の部分：（収入金額－退職所得控除額）×税率 

＊税率：市民税６％、県民税４％  ＊＊法人役員等：法人税法上の役員、国会議員または地方議会議員、国家公務員または地方公務員 
＊＊＊３００万円まで：（収入－退職所得控除額）の金額。令和３年１２月３１日までの支払い分はこの制限がなく、５年超と同じ計算 

４．納入方法 

 退職手当等を支払う際に徴収した市民税・県民税は、翌月１０日（土日祝日なら翌営業日）までに納入してください。その際、納

入書の｢退職所得分｣欄に税額を、裏面｢市民税・県民税納入申告書｣に所要事項を必ず記入してください（５・６ページ参照）。 
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・山口銀行・北九州銀行・もみじ銀行・西京銀行・西中国信用金庫…全国すべての店舗

・山口県農協（旧山口宇部農協のすべての店舗）

・山口県信用組合…すべての店舗

・宇部市内の銀行（令和６年４月１日から三菱ＵＦＪ銀行を除く）、信用金庫、労働金庫、信用組合

・山口県漁協…宇部岬支店

・市役所本庁（山口銀行宇部市役所派出所）、北部総合支所、東岐波・西岐波・厚南・原・厚東・二俣瀬及び小野の各市民センター 

・ゆうちょ銀行・郵便局（中国５県に限る）

※中国５県外のゆうちょ銀行・郵便局を初めて利用される場合は、宇部市の指定通知書が必要です。初回納入の際、宇部市公式

ウェブサイトからダウンロードして、郵便局に提出してください。

指定通知書を一度提出した郵便局は、その後もずっと利用可能です。
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5 . 納入書の使用方法

当市の特別徴収納入書は、O C R （光学文字読取装置）により処理するため、次の点に注意し、納入してください。

⑴ 6 月（当初分）から税額の変更がない場合

税額を既に印字してありますので、税額の記入は必要ありません。そのまま納入してください。

⑵ 年度途中で税額の変更があった場合

既に印字してある税額では納入することはできませんので、お手数ですが、次の要領で税額を訂正し、納入してください。

部 市 
市 県 民 税

収 納入済通知書 公

市 区 町 村 コ ー ド 口 座 番 号 加 入 者 名 口 座 番 号 加 入 者 名

【納入書等の記入例】

◦ 転勤、退職などにより、印字され

た税額と異なる金額を納入される

場合は、右の例のように、納入金

額⑴の金額を横線で消し、納入金

額⑵の該当する欄に手書きで記入

してください。

◦ 手書きで記入される際には、標準

字体で丁寧に記入してください。

（標準字体）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

◦ 納入金額欄には ¥ 記号は記入しな

いでください。

月別

平成 年 月分

納入すべき金額が右の 

納入金額⑴の欄の金額と

異なるときは、納入金額

⑴の欄を横線で抹消し、

納入金額⑵の欄に記入し

て下さい。

納期限 平成 年 月 日

（特別徴収義務者）

指 定 番 号

0 1 2 3 4 5 6 7

退 職

所 得 分

延 滞 金

督 促

手 数 料

合 計 額

宇部市会計管理者

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

01560－4－960002

指 定 番 号

退 職

所 得 分

延 滞 金

督 促

手 数 料

合 計 額

（特別徴収義務者）

住 所 〒

宇部市会計管理者

納入金額⑴

5 6 8 0 0

, ,

, ,

, ,

, ,

3 3 2 5 0

¥

上記のとおり領収しました。 （納入者保管） ます。 （受付店→山口銀行宇部支店→宇部市）（宇部市保管）
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〇 特 別 徴 〇山 口 県 宇 部 市
市 県 民 税
特 別 徴 収 領収証書 公

3 5 2 0 2 1 01560－4－960002

住 所 〒
又は

所在地

氏 名

又は

名 称

宇部市常盤町一丁目7番1号

◯◯◯◯株式会社 様

給 与 分
一括徴収

億 千 百 十 万 千 百 十 円

（分を含む ） 3 4 5 0 0

納入金額⑴

5 6 8 0 0

2 9 8 0 0 0

3 3 2 5 0 0

円

給 与 分
一括徴収

億 千 百 十 万 千 百 十 円

（分を含む ）

又は

所在地

氏 名

又は

名 称

宇部市常盤町一丁目7番1号

◯◯◯◯株式会社 納

3 4 5 0 0

2 9 8 0 0 0

0, ,

円



「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」及び、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」等各種様式は、宇部市公式ウェブ

サイトにも掲載しておりますので、御利用ください。



氏名

令和 年度 給 与 支 払 報 告
に係る給与所得者異動届出書 ※

市処理欄

１．現年度　　　２．新年度　　　３．両年度

特 別 徴 収
◎異動があった場合は直ちに提出してください。

宛名番号

特別徴収義務者指定番号

令和 年 月 日
個人番号

又は法人番号

宇　部　市　長　様

（

特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

住所(居所)
又は所在地

氏名
又は名称

連絡先の氏名及び所属
課、係名並びに電話番号

課・係

電話

生　年　月　日 令和

(内線　　)
給　与　所　得　者

(ア)
特別徴収税額

(年税額)

円
平成

１．退職

２．転職

３．休職

異動年月日

年

月まで

月 日
１月１日から退職時までの

給与支払額受給者番号（整理番号)

円

昭和 年 月 日

異動の事由

円

６．その他
（　　　　　　　　）

４．長期欠勤

５．死亡

フリガナ

(イ)
徴収済額

月から

控除社会保険料額

個人番号

氏名 　　　〔旧姓　　　　〕

(ウ)
未徴収税額
(ア)－(イ)

２．異動が１月１日以降で特別徴収継続の希望がないため

円

異動後の
未徴収税額の

徴収

１．特別徴収継続

円

異動後
住所

２．一括徴収

３．普通徴収 (理由　　　)

月分

◎給与の支払を受けなくなった後の月割額（未徴収税額）を一括徴収する場合は、次の欄にも記載してください。

一括徴収の理由 徴　収　予　定

１．異動が１２月３１日までで、申出があったため 徴収予定月日 月 日 徴収予定額【(ウ)と同額】

今までどおり月々

一括徴収した税額は

１． 月 日

円

( 月 日 申出)

の納入書で納入します。

から徴収するよう連絡済です。

指定番号（新規の場合は記入不要）  左記勤務先へは月割

月分

◎転勤(転職)等により新しい勤務先において『特別徴収の継続』を希望される場合は次の欄に記載してください。

新しい特別徴収義務者

２．

住所(居所)
又は所在地

個人番号
又は法人番号

(内線　　　　　　　)

氏名
又は名称

担当者氏名

円を

連絡先 電話番号

－8－  



記入例①：普通徴収に切り替える場合

記入例③：新しい事業所で特別徴収を継続する場合

給与所得者異動届出書の記入方法 記入例②：一括徴収する場合

・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

　 この届出書は、提出した給与支払報告書に記載された者のうち、４月１日現在において給与の支払いを
　受けなくなった者がある場合に４月10日までに提出してください。

・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

　 この届出書は、特別徴収税額のある者が給与の支払いを受けなくなった場合に、その受けなくなった日の
　属する月の翌月の10日までに提出してください。

0 0 0 0 0 7 8

令和 4 年度 給 与 支 払 報 告
に係る給与所得者異動届出書 ※

市処理欄

１．現年度　　　２．新年度　　　３．両年度

特 別 徴 収

◎異動があった場合は直ちに提出してください。

宇部市常盤町一丁目○番○号
9

特別徴収義務者指定番号 7 0 0 0 0

令和 4 年 10 月 5 日
個人番号

又は法人番号 0 1 2 3 4 5

宇　部　市　長　様

（

特

別

徴

収

義

務

者
）

給

与

支

払

者

住所(居所)
又は所在地

給与総務課

氏名 宇部　太郎

0 0 0

氏名

又は名称
株式会社　□■工業

連絡先の氏名及び所属課、

係名並びに電話番号

課・係

2 電話
34-○○○○

(内線　1111)
6 7 8 9 0 1

宛名番号

1,800,000

円

5 5 5平成

異動年月日

年

30

５．死亡

月 日
１月１日から退職時までの

給与支払額生　年　月　日
令和 4 9

２．転職

３．休職

４．長期欠勤

昭和
年 月 日

異動の事由

１．退職

9

給　与　所　得　者

(ア)
特別徴収税額

(年税額)
156,000

円

受給者番号（整理番号)

山口　花子 52,000

111-2222

フリガナ ヤマグチ　ハナコ

(イ)
徴収済額

6 月から 月まで

控除社会保険料額６．その他

（　　　　　　　　）

個人番号 2 2 2 2 2

104,000

円

異動後の

未徴収税額の

徴収

１．特別徴収継続2 2 2

円

2 2

234,000

円

異動後

住所

氏名

宇部市常盤町二丁目△番△号

２．一括徴収

３．普通徴収 (理由　　　)

(ウ)

未徴収税額

(ア)－(イ)

2

◎給与の支払を受けなくなった後の月割額（未徴収税額）を一括徴収する場合は、次の欄にも記載してください。

2

一括徴収の理由 徴　収　予　定

１．異動が１２月３１日までで、申出があったため 徴収予定月日 月 日 徴収予定額【(ウ)と同額】 円

月 日
( 月 日 申出)

月分

の納入書で納入します。

２．異動が１月１日以降で特別徴収継続の希望がないため ２．今までどおり月々

一括徴収した税額は

１．

◎転勤(転職)等により新しい勤務先において『特別徴収の継続』を希望される場合は次の欄に記載してください。

新しい特別徴収義務者

住所(居所)
又は所在地

759-0207
宇部市大字際波△△△番地

氏名
又は名称

○○商会　株式会社

指定番号（新規の場合は記入不要）  左記勤務先へは月割

0 2 1 1 1 1 1 1
13,000 円を 10 月分

から徴収するよう連絡済です。

個人番号
又は法人番号 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 担当者氏名 山口　宇部子

(内線　　　　　　　)
9 8 7 連絡先 電話番号

41-○○○○

0 0 0 0 0 7 8

令和 4 年度 給 与 支 払 報 告
に係る給与所得者異動届出書 ※

市処理欄

１．現年度　　　２．新年度　　　３．両年度

特 別 徴 収
◎異動があった場合は直ちに提出してください。

宇部市常盤町一丁目○番○号
9

特別徴収義務者指定番号 7 0 0 0 0

令和 4 年 10 月 5 日
個人番号

又は法人番号 0 1 2 3 4 5

宇　部　市　長　様

（

特

別

徴

収

義

務

者
）

給

与

支

払

者

住所(居所)

又は所在地

給与総務課

氏名 宇部　太郎

0 0 0

氏名

又は名称 株式会社　□■工業
連絡先の氏名及び所属課、

係名並びに電話番号

課・係

2 電話
34-○○○○

(内線　1111)
6 7 8 9 0 1

宛名番号

1,800,000

円

5 5 5平成

異動年月日

年

30

５．死亡

月 日
１月１日から退職時までの

給与支払額生　年　月　日
令和 4 9

２．転職

３．休職

４．長期欠勤

昭和
年 月 日

異動の事由

１．退職

9

給　与　所　得　者

(ア)

特別徴収税額
(年税額)

156,000

円

受給者番号（整理番号)

山口　花子 52,000

111-2222

フリガナ ヤマグチ　ハナコ

(イ)
徴収済額

6 月から 月まで

控除社会保険料額６．その他

（　　　　　　　　）

個人番号 2 2 2 2 2

104,000

円

異動後の
未徴収税額の

徴収

１．特別徴収継続2 2 2

円

2 2

234,000

円

異動後
住所

氏名

宇部市常盤町二丁目△番△号

２．一括徴収

３．普通徴収 (理由　　　)

(ウ)
未徴収税額

(ア)－(イ)

2

◎給与の支払を受けなくなった後の月割額（未徴収税額）を一括徴収する場合は、次の欄にも記載してください。

2

一括徴収の理由 徴　収　予　定

１．異動が１２月３１日までで、申出があったため 徴収予定月日 9 月 30 日 徴収予定額【(ウ)と同額】 104,000 円

月
10

日
( 9 月 3 0 日 申出)

9
月分

の納入書で納入します。

２．異動が１月１日以降で特別徴収継続の希望がないため ２．今までどおり月々

一括徴収した税額は

１．
10

◎転勤(転職)等により新しい勤務先において『特別徴収の継続』を希望される場合は次の欄に記載してください。

新しい特別徴収義務者

住所(居所)

又は所在地

氏名

又は名称

指定番号（新規の場合は記入不要）  左記勤務先へは月割

円を 月分

から徴収するよう連絡済です。

個人番号

又は法人番号
担当者氏名

(内線　　　　　　　)
連絡先 電話番号

0 0 0 0 0 7 8

令和 4 年度 給 与 支 払 報 告
に係る給与所得者異動届出書 ※

市処理欄

１．現年度　　　２．新年度　　　３．両年度

特 別 徴 収
◎異動があった場合は直ちに提出してください。

宇部市常盤町一丁目○番○号
9

特別徴収義務者指定番号 7 0 0 0 0

令和 4 年 10 月 5 日
個人番号

又は法人番号 0 1 2 3 4 5

宇　部　市　長　様

（

特

別

徴

収

義

務

者
）

給

与

支

払

者

住所(居所)

又は所在地

給与総務課

氏名 宇部　太郎

0 0 0

氏名

又は名称 株式会社　□■工業
連絡先の氏名及び所属課、

係名並びに電話番号

課・係

2 電話
34-○○○○

(内線　1111)
6 7 8 9 0 1

宛名番号

1,800,000

円

5 5 5平成

異動年月日

年

30

５．死亡

月 日
１月１日から退職時までの

給与支払額生　年　月　日
令和 4 9

２．転職

３．休職

４．長期欠勤

昭和
年 月 日

異動の事由

１．退職

9

給　与　所　得　者

(ア)

特別徴収税額

(年税額)
156,000

円

受給者番号（整理番号)

山口　花子 52,000

111-2222

フリガナ ヤマグチ　ハナコ

(イ)

徴収済額

6 月から 月まで

控除社会保険料額６．その他

（　　　　　　　　）

個人番号 2 2 2 2 2

104,000

円

異動後の

未徴収税額の

徴収

１．特別徴収継続2 2 2

円

2 2

234,000

円

異動後

住所

氏名

宇部市常盤町二丁目△番△号

２．一括徴収

３．普通徴収 (理由　　　)

(ウ)

未徴収税額

(ア)－(イ)

2

◎給与の支払を受けなくなった後の月割額（未徴収税額）を一括徴収する場合は、次の欄にも記載してください。

2

一括徴収の理由 徴　収　予　定

１．異動が１２月３１日までで、申出があったため 徴収予定月日 月 日 徴収予定額【(ウ)と同額】 円

月 日
( 月 日 申出)

月分

の納入書で納入します。

２．異動が１月１日以降で特別徴収継続の希望がないため ２．今までどおり月々

一括徴収した税額は

１．

◎転勤(転職)等により新しい勤務先において『特別徴収の継続』を希望される場合は次の欄に記載してください。

新しい特別徴収義務者

住所(居所)

又は所在地

氏名

又は名称

指定番号（新規の場合は記入不要）  左記勤務先へは月割

円を 月分

から徴収するよう連絡済です。

個人番号

又は法人番号
担当者氏名

(内線　　　　　　　)
連絡先 電話番号

必ず新しい勤務先に 連絡をしてください。

一括徴収した税額を何月分の納入書で納入するか、

必ず記入してください。

異動があった人の氏名、婚姻等により

姓が変わる場合は新姓、異動後の住所

を記入してください。

年税額(ア)：税額通知書の「特別徴収税額」

徴収済額(イ)：徴収済の月と税額

未徴収税額(ウ)：年税額(ア)から徴収済額(イ)

を差引いた額

１月１日から退職時までの

給与（賞与）支払額合計と、

控除した社会保険料を記入

してください。

記入例を参考に「給与所得者異動届出書」を作成し、期限までに提出してください。

なお、 内は必ず御記入くださるようお願いします。

－未徴収税額の徴収方法－

・普通徴収 … 未徴収税額を本人が金融機関等の窓口で納付する方法

・一括徴収 … 退職等の際、未徴収税額を事業所でまとめて一度に徴収し納入する方法

※1月1日から4月30日までの異動で、退職等の際に支払われる給与及び退職手当等の金額が

未徴収税額を上回る場合は、必ず一括徴収してください。（本人の了承は不要）

・特別徴収継続 … 勤務先が変わった場合、旧勤務先での未徴収税額を新勤務先で引継ぎ徴収する

方法

－9－  



特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

◎変更があった場合はすみやかに提出してください。

平成 年 月 日

宇 部 市 長 　 様

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

所 在 地

名 称

代表者の
職氏名印

指定番号

連絡者の
係・氏 名
並 び に
電話番号

係

氏名

電話

所 在 地

フリガナ

名 称

電話番号

変 更 前 変 更 後

備 考変更事由

□所在地変更
□名称変更
□その他 （合併等）
※合併、統合、吸収、分割、新会社設立などの場合はあわせて
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要な場合があります。

※誤読を避けるため、名称には必ずフリガナをふってください。

変更年月日　　平成　　　年　　　月　　　日

－10－

法人番号


